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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（戸澤義典） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和６

年第４回美幌町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（戸澤義典） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１０番吉住博幸さん、１１

番大江道男さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（戸澤義典） 日程第２ 会期の決

定についてを議題とします。 

去る６月１０日及び１７日、議会運営委

員会を開きましたので、委員長から報告を

求めます。 

６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央） 〔登壇〕 令和６年

第４回美幌町議会定例会の開会に当たり、

去る６月１０日及び６月１７日、議会運営

委員会を開催しましたので、その内容と結

果について報告いたします。 

本定例会に付議された案件は、専決処分

の承認５件、人事案件２件、議案１１件、

意見書案７件、報告事項６件ほかでありま

す。 

本日６月１８日、１日目は、まず初め

に、副町長から行政報告を受けます。 

その後、議案審議へと入り、承認第３号

専決処分の承認についてから議案第５２号

令和６年度美幌町一般会計補正予算（第１

号）についてまでの審議を行います。 

２日目、６月１９日、３日目、６月２０

日及び４日目、６月２１日は、議決休会と

なります。 

５日目、６月２２日、土曜日及び６日

目、６月２３日、日曜日は、休日休会とな

ります。 

７日目、６月２４日及び８日目、６月 

２５日は、議決休会となります。 

９日目、６月２６日は、一般質問に入

り、通告順に藤原公一さん、松浦和浩さ

ん、馬場博美さん、大原昇さん、宮崎奈津

江さんの５名を予定しています。 

１０日目、６月２７日は、前日に引き続

き一般質問を行い、通告順に木村利昭さ

ん、横山清美さん、大江道男さん、稲垣淳

一さんの４名を予定しています。 

その後、意見書案の審議、報告案件など

を予定しています。 

次に、本定例会において、意見書の提出

を求める陳情を７件受理していますので、

その取扱いについて報告いたします。 

北海道森林・林業・林産業活性化促進議

員連盟連絡会及び北海道町村議会議長会か

らのゼロカーボン北海道の実現に資する森

林・林業・木材産業施策の充実・強化を求

める意見書提出の要請、全日本年金者組合

からの物価上昇に見合う老齢基礎年金等の

引き上げを求める意見書提出の陳情、美幌

町農民同盟からの厳しい農業情勢を打開す

る改正基本法と関連法案を求める意見書提

出の陳情、美幌地区連合会からの２０２４

年度北海道最低賃金改正等に関する意見書

提出を求める陳情、地方財政の充実・強化

に関する意見書提出を求める陳情、義務教

育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への

復元、「３０人以下学級」など教育予算確

保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書

提出を求める陳情、道教委「これからの高

校づくりに関する指針」（改定版）を見直

しすべての子どもにゆたかな学びを保障す

る高校教育を求める意見書提出の陳情につ

いて意見書を作成し、国等の関係機関へ提

出することにいたします。 
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以上のとおり、審議を進めることとし、

会期を本日６月１８日から６月２７日まで

の１０日間とします。 

審議の進行状況によっては、日程を変更

する場合もありますので、議員及び行政職

員各位におかれましては、御理解と御協力

をお願いします。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには、真摯

な答弁と対応をお願い申し上げて、議会運

営委員会委員長としての報告といたしま

す。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

１３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇） 今回、議運委員

長、あと議会運営委員会の日程の取り計ら

いに、異議を唱えるわけではありません。 

ただ、一般質問の取扱い。これが、今ま

での先例にもない、まして、特例的な日程

の取り方。 

最初、３日間で終わる予定が、町長の体

調が悪いということで、それは分かりまし

た。ですが、この後に一般質問が控えてい

て、年間スケジュールの中に組まれている

本会議の日程によって、私は自分のスケジ

ュールを決めてきて、いろいろな会議だと

か、自分の出るところだとかを決めてきて

おりました。 

今回、この特例的なことによって、２６

日から一般質問を始めるということであり

ました。 

私は、今日から始まって３日間で終わる

つもりでおりましたから、ひと月前からホ

テルを予約し、会議に出ることを決めてい

ました。しかもこれは、私の都合によって

ずらしてもらった日にちであります。どう

しても抜けるわけにいかない。となると、

一般質問ができない。年４回の権限です。

それができないのです。 

言い方は悪いですけれども、行政側の都

合によって、日程が変わったわけでありま

す。それであれば、議会側としての都合に

よっても。 

多分、今回のようなことは、これからは

ないと思うのです。今までもないですか

ら。 

私のようなことがあれば、一般質問がで

きなくなるのであれば、その人たちの分は

後ろに回すだとか、出られない日をずらし

て一般質問ができるような特例というもの

は、これから先できないでしょうか。 

まず、そのことを議会運営委員会の中で

お話しされたのか。 

先例集には、いなければ一般質問はでき

ないという先例があります。でも、これは

通常の会議の中での話だと、私は捉えてい

るのですよ。今回は特例なのです。 

私は、３０年近くやっていますけれど

も、今まで１回もこのようなことはありま

せん。ですから、多分、ほかの町などを見

ても、このようなことはないと思うのです

よ。 

本来は、町長、副町長が議長、副議長に

議会の申入れをして、その後に、議長が議

運の委員長に、このような申し入れが来た

からやってくれと、議会をどうするかと、

そこまではいいのですよ。そのとおりずっ

と進んできています。 

ただ、このような特例で変えるときに

は、それぞれ皆さん、議員の方は、日程が

あると思うのです。東京に行く方もいたで

しょう。 

昨日、２回目の議運を開いたのですか

ね。１時間なら１時間、２時間なら２時間

の間に、議員個人のスケジュールを聞い

て、それを基に調整することはできなかっ

たのか。 

なぜ、行政側だけに主体を置いて。本来

は、議員の議会だと思っているのです。ま

して、一般質問のときは。そのことをこれ

から。 

今回のことは、私はもう何も言いませ

ん。これから先のことです。 
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もし、このようなことがあれば、先例集

にとらわれず、これは特例として、議会に

もそのようなものを認めるということを議

会運営委員会委員長、議会運営委員会の皆

さん、そして議長、副議長、これから先ど

う思うのか。 

そのことだけお答えください。 

○議長（戸澤義典） ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央） 大原さんが言うこと

については、議運の中でも特例的な形とし

て、会期を長くせざるを得ないということ

で、変更することによって、既に大原さん

以外の議員についても、他の用務で日程が

入っていたということは、事務局を通じて

個別には把握をしておりました。 

しかし、大原さんのお話にもありました

ように、一般質問は、いわゆる通告順にお

いて行うということで、その日程を変更し

たりすることが可能かどうか、私も夕べ、

ネットで検索してみました。 

そのような問いに対しては、可能だとか

ということがやはり出てきていなくて、標

準的な議会の質問の順番は、通告順による

ということでした。 

確かに、今回そのような意見も中にはあ

りましたけれど、やはり、先例集にのっと

って運営をせざるを得ないという判断を議

運全体としていたしました。 

なお、今回のこととは別に、ネット上で

出てこないということはイレギュラーとい

うか、このような事例によって会期が長く

なって、一般質問が変更になるという例

は、全国的にもあまり、検索の結果では出

てまいりませんでした。 

ただ、今後、似たようなことが再度出て

きた場合の対応としては、議運の中で一

応、再度検討してみて、そのようなことが

可能なのかどうかを含めて、いろいろ検討

をしていきたいなと。 

年４回しかできない一般質問は、重要な

議員の政策論議をする場でありますので、

そのようなことが結果として、質問を用意

されていた議員の皆さんに御迷惑をかける

ようなこと、議員の活動する場が失われる

ようなことになったことは、町長の健康上

の問題ということでありましても、本当に

申し訳なく思います。 

しかし、大変重要な案件ですので、慎重

を期して、議運の中で一度、しっかり議論

をさせていただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典） １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇） 今、議運の委員長

が、しっかりとこれから話をするというこ

とでありますので、私はそれを信じて、ま

ず、先例集ということにとらわれないでい

ただきたい。 

この先例集というのは、通常の議会のこ

とでありますから、このような特例の中の

特例ということを、やはり頭に入れてお話

をしていただきたい。 

極端なことを言います。これは、議運の

委員長にではないです。 

副町長、町長。多分、町長はネットで見

ていると思いますから、はっきりと言いま

す。私の考えです。まして、私が町長の思

いであれば、町長という立場になった思い

で言います。 

私は、自分が選んだ部長、課長、副町

長、その人に全権委任をする。町長は、そ

のぐらいの気構えを持って、信頼を持って

いただきたい。そして、職員にとっては、

やりがいのある仕事だと思うのですよ。 

今回、一般質問は多分、難しいかもしれ

ない。ぱっと見た限り、木村さんの一般質

問は、本当に町長の気持ちを聞こうとして

いる。でも、それを副町長に全権委任して

答弁してくれと。その後は、私が全部責任

をとるという気構えを持てば、できるので

すよ。 

私の思いがあれば、私はですよ。町長が

今、見てくれていればうれしいのですけれ

ども、そのぐらいの気構えを持っていただ

きたい。そうであれば、このような特例的

な議事日程も、延びることもない。みんな
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に迷惑かけることもない。私はそう思って

います。 

ぜひとも、これから町長が出てくるとき

に言ってください。もっと職員を信頼しな

さいと。自分一人で全部片づけようとする

なと伝えていただきたい。 

議運の委員長には、大変申し訳ないで

す。関係ないことまでおしゃべりしました

けれども、これが議事日程に関わることだ

と私は思っておりますので、ぜひとも、そ

のようなことをしっかりと伝えていただき

たいと思います。 

以上です。 

○議長（戸澤義典） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） これで質疑を終わり

ます。 

これから、本定例会の会期を本日から６

月２７日までの１０日間とし、６月１９

日、２０日、２１日、２４日及び２５日の

５日間を休会とすることについて採決しま

す。 

この採決は起立によって行います。 

議会運営委員会委員長の報告のとおり、

決することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、会期を本日から６月２７日

までの１０日間とし、６月１９日、２０

日、２１日、２４日及び２５日の５日間を

休会とすることに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典） 諸般の報告を行いま

す。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（小室保男） 諸般の報告を申

し上げます。 

本日の会議につきましては、配付してお

ります議事日程のとおりであります。 

朗読については、省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、配

付しておりますので、御了承願います。 

なお、平野町長、新型コロナウイルス感

染症による体調不良のため本日、選挙管理

委員会早田委員長、所用のため、本日の午

後及び明日以降、農業委員会千葉会長、所

用のため、明日以降欠席の旨、それぞれ届

出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、併せて御

承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（戸澤義典） 日程第３ 行政報告

について。 

副町長から行政報告があります。 

副町長。 

○副町長（髙﨑利明） 〔登壇〕 おはよ

うございます。 

本日、平野町長、新型コロナ感染症によ

る体調不良により本会議欠席のため、私か

ら行政報告をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

本日、ここに令和６年第４回美幌町議会

定例会が開催されるに当たり、御出席を賜

りました議員各位に対しまして、心から感

謝いたしますとともに、行政報告と提出案

件の概要について御説明を申し上げます。 

行政報告といたしましては、職員の人事

異動の発令についてであります。 

去る４月１日、職員の人事異動の発令を

行いました。 

今回の異動につきましては、職員の行政

能力の向上を図るため、文部科学省及び北

海道庁へそれぞれ職員１名を派遣したほ
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か、脱炭素対策及び廃棄物処理施設整備事

業等の推進を図るため、環境管理課に主幹

職を配置、子育て支援の充実を図るため、

社会福祉課子育て支援センターグループに

主査職１名を増員、１市５町の廃棄物処理

広域化の事務処理に伴う斜網地区廃棄物処

理広域化推進協議会への職員派遣のため、

環境管理課環境衛生グループに主査職１名

を配置しました。 

また、各部局の政策立案をサポートする

体制を整えるため、政策課の課名を政策推

進課に、森林政策部門の重点化を図るた

め、耕地林務主幹及び耕地林務グループの

名称を森林農地整備主幹及び森林農地整備

グループに変更しました。 

さらに、退職者の補充、長期在任者の配

置替え、北海道との職員交流に伴う職員の

配置、新規採用職員の発令を行った結果、

全体で７２名の人事異動となったところで

あります。 

次に、御提案いたします議案等につい

て、御説明を申し上げます。 

専決処分の承認について。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

については、地方税法の一部改正に伴い、

令和６年度の町税課税を行うため急を要し

たこと、美幌町介護予防・生活支援事業条

例の一部を改正する条例制定については、

介護保険法の介護報酬基準改定に伴い、令

和６年度のサービス利用者からの手数料徴

収のため急を要したこと、令和５年度美幌

町一般会計補正予算（第１６号）について

は、繰越明許費の確定に伴う会計処理等の

ため急を要したこと、令和５年度美幌町国

民健康保険特別会計補正予算（第５号）に

ついては、療養給付費の確定に伴う会計処

理等のため急を要したこと、令和５年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）

については、介護サービス給付費の確定に

伴う会計処理等のため急を要したこと、以

上の理由により、専決処分をいたしました

ので、御承認を賜りたいのであります。 

人事案件について。 

同意第１号美幌町教育委員会委員の任命

については、東海政博氏が、本年８月３１

日をもって任期満了となることから、引き

続き東海政博氏を任命いたしたく、ご同意

を賜りたいのであります。 

同意第２号美幌町固定資産評価審査委員

会委員の選任については、伊藤健一氏が、

本年６月２７日をもって任期満了となるこ

とから、引き続き伊藤健一氏を、原智晴氏

から辞任の申し出があったことから、新た

に城裕幸氏を選任いたしたく、ご同意を賜

りたいのであります。 

動産の取得について。 

議案第４２号グランドケトルについて

は、入札結果に基づき取得することについ

て議決をいただきたいのであります。 

工事請負契約の締結について。 

議案第４３号第Ⅳ期埋立処分場造成工

事、議案第４４号第Ⅳ期埋立処分場浸出水

処理施設建設工事、議案第４５号旭団地１

号棟外壁等改修工事、議案第４６号スキー

場照明ＬＥＤ交換修繕については、それぞ

れ入札結果に基づき契約することについて

議決をいただきたいのであります。 

過疎地域持続的発展市町村計画の一部変

更について。 

議案第４７号は、令和３年９月に策定し

た市町村計画について、令和６年度に実施

する一部の事業が未登載であることから、

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

措置法に基づき、美幌町過疎地域持続的発

展市町村計画の一部を変更しようとするも

のであります。 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

策定について。 

議案第４８号は、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律に基づき、福住・豊富・豊岡辺

地に係る公共的施設の総合整備計画を策定

しようとするものであります。 

条例の改正について。 
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議案第４９号番号法施行条例の一部を改

正する条例制定については、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の改正に伴い、条例で引

用している条項の整備等、所要の改正を行

おうとするものであります。 

議案第５０号美幌町税条例の一部を改正

する条例制定については、公益信託制度改

革による地方税法の改正に伴い、所要の税

条例の改正を行おうとするものでありま

す。 

議案第５１号美幌町交流促進センター条

例の一部を改正する条例制定については、

多目的ホールをＲＶパーク及びテント泊利

用者用の休憩スペースとして改修すること

から、多目的ホールの料金項目を削除する

こととし、別表を整理しようとするもので

あります。 

補正予算について。 

議案第５２号令和６年度美幌町一般会計

補正予算（第１号）につきましては、持続

的畑作生産体系確立緊急支援事業等の実施

に伴う農林水産省の間接補助として 

５億６,７０４万１,０００円を、トレーニ

ングセンター等耐震改修工事ほか関連経費

として２億１,１６９万２,０００円を、給

付金・定額減税一体支援枠給付事業として 

１億７,９３１万２,０００円などの増額を

はじめ、債務負担行為及び地方債の追加を

行おうとするものであります。 

報告事項について。 

令和５年度美幌町一般会計予算繰越明許

費繰越計算書につきましては、年度内の予

算執行が困難なことから、その全部又は一

部を令和６年度に繰越いたしましたので、

ご報告を申し上げます。 

一般財団法人美幌みどりの村振興公社に

ついて、令和５年度の経営状況報告書の提

出がありましたので、ご報告を申し上げま

す。 

なお、細部につきましては後ほど、それ

ぞれご説明を申し上げますので、ご審議の

上、原案にご協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、行政報告と提出案件の概要

説明といたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（戸澤義典） これで行政報告を終

わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 承認第３号 

○議長（戸澤義典） 日程第４ 承認第３

号専決処分の承認についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法） 議案書の７

ページになります。 

承認第３号専決処分の承認について御説

明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

８ページになります。 

専決処分書。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

について、令和６年度町税課税のため急を

要するので、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。 

専決日は、令和６年３月３１日付でござ

います。 

専決内容について御説明いたしますの

で、９ページを御覧いただきたいと思いま

す。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

について。 

美幌町税条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げますので、参考資料の２ペ

ージをお開き願います。 

資料１、承認第３号関係。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定
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について。 

改正目的でございますが、地方税法の一

部改正に伴いまして、税条例の改正を行う

ものでございます。 

改正内容につきましては、大きく３項目

ございます。 

一つ目は、国民健康保険税についてでご

ざいますが、まず、課税限度額の改正にな

ります。 

国民健康保険税につきましては、医療

分、後期高齢者支援金分、介護保険分の三

つの区分の合計により課税され、それぞれ

の限度額について定められてございます。 

今回、このうち後期高齢者支援金分につ

きまして、その課税限度額を２２万円から

２４万円に上限を引き上げる改正を行おう

とするものでございます。 

次の軽減措置の改正でございますが、国

民健康保険税では、世帯員の所得の合計が

一定基準、軽減判定所得以下の場合につき

まして、その所得状況に応じて均等割と平

等割が７割、５割、２割のいずれかの軽減

措置が取られる仕組みとなってございま

す。 

今回、このうち５割、２割軽減の対象と

なる世帯の軽減判定所得を算出する際にお

ける計算式について、表にも掲載してござ

いますが、計算式中、被保険者数に乗じる

金額について、５割軽減では２９万円から

２９万５,０００円に、また、２割軽減では

５３万５,０００円から５４万５,０００円

に引き上げる改正を行おうとするもので、

結果、軽減を受けられる所得の範囲が広が

ることとなるものでございます。 

二つ目は、個人住民税でございます。 

特別税額控除、いわゆる定額減税に関す

る規定の新設でございまして、一時的な措

置として、令和６年度において実施するこ

とに伴い、関連する規定を新設するもので

ございます。 

この定額減税につきましては、まず、対

象者は、前年の所得金額が１,８０５万円以

下の方が対象となります。 

なお、個人住民税では、所得割について

減税措置となりますので、住民税が非課税

の方または均等割のみの課税者につきまし

ては、対象外となるところでございます。 

次に、減税額でございます。 

年間一人当たり合計４万円の減税がなさ

れるわけでございますが、このうち個人住

民税につきましては、１万円が減税となり

ます。 

そして、この個人住民税１万円の減税に

ついては、徴収方法により三つのパターン

に分かれます。 

まず、御自身で直接納めていただく、い

わゆる普通徴収の場合でございます。 

普通徴収につきましては、４期に分けて

納めていただいてございますが、減税につ

いては、基本的に１期目の６月分で行いま

す。 

なお、６月分で減税し切れない場合は、

２期目の８月以降で順次減税いたします。

御本人へは、このようにあらかじめ減額さ

れた額による納付書を送付してございま

す。 

次に、この普通徴収の右側、年金より天

引きされている年金特別徴収の場合でござ

います。 

最初の３期、４月から８月分は、前々年

の所得による仮徴収分として制度上、既に

税額が確定される仕組みとなってございま

すことから、４期目の１０月分において減

税を行います。 

なお、１０月分で減税し切れない場合

は、１２月以降で順次減税の上、天引きさ

れることとなります。この減税額など、内

容詳細については、御本人へ町より通知文

を送付してございます。 

三つ目の会社などにより給与天引きされ

る特別徴収の場合でございます。 

通常、給与の特別徴収は、６月から翌年

５月の１２か月で等分して給与から天引き

されておりますが、今回の取扱いでは、 
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６月分を一律０円とし、減税後の年税額を

７月から翌年５月までの１１か月で等分し

て天引きされる形となります。 

このように計算した従業員全員の結果一

覧についてを、町からそれぞれの事業所等

へ送付するとともに、お勤めされてござい

ます御本人用の明細も送付しておりますの

で、御本人については、各事業所を通じて

減税額などの明細書を受け取りいただきま

す。 

以上、個人住民税につきましては、三つ

のパターンにより減税がされる仕組みとな

りますが、今回この徴収方法を含め、対象

者など定額減税の実施に伴う内容につきま

して、新たに規定を新設する改正を行うも

のでございます。 

続いて、個人住民税の二つ目、（２）の

令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除

等の特例の新設であります。 

通常、令和７年度分から適用となる雑損

控除について、令和６年度個人住民税の適

用対象とすることができる特例を新設する

ものでございます。 

最後に、その他といたしましては、地方

税法の改正に伴う引用条項や字句の整理を

行おうとするものでございます。 

根拠法令は地方税法。 

施行日は令和６年４月１日でございま

す。 

なお、参考資料３ページから２５ページ

に新旧対照表を添付してございますので、

御参照いただければと思います。 

以上、承認第３号について御説明申し上

げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央） ただいま説明があっ

た中で、個人住民税１万円の減税の関係で

す。 

このことは、ずっと国会でも大変問題に

なって議論されております。 

美幌町のいわゆる特別徴収義務者に対し

て、もう既に通知はなされていると思いま

すが、特に、事務的な処理のことで苦情と

か、事務的に非常に大変だという問合せと

か、そのようなものについて、新聞報道さ

れている形で町にも届いているのかどう

か、その辺の状況だけお知らせください。 

○議長（戸澤義典） 税務課長。 

○税務課長（松尾まゆみ） お答えいたし

ます。 

まず、特別徴収義務者の方につきまして

は、美幌町の場合、個人住民税の額は、既

に減税された額で通知をさせていただいて

おりますので、個人住民税につきまして問

合せ等はございません。 

また、所得税の部分について、一般的に

なかなか大変だというお話は伺っておりま

すが、税務署での説明会であったりとか、

税務署のホームページであったりとかとい

う部分を御案内させていただいている状況

でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） ほかに質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） これで質疑を終わり

ます。 

これから、承認第３号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 承認第４号 

○議長（戸澤義典） 日程第５ 承認第４

号専決処分の承認についてを議題としま

す。 
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直ちに提出者の説明を求めます。 

福祉部長。 

○福祉部長（斉藤浩司） 議案の２３ペー

ジをお開きください。 

承認第４号専決処分の承認について御説

明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

次の２４ページ、専決処分書を御覧いた

だきたいと思います。 

美幌町介護予防・生活支援事業条例の一

部を改正する条例制定について、令和６年

度のサービス利用者からの手数料徴収のた

め急を要するので、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分する。 

専決日につきましては、令和６年３月 

３１日付でございます。 

次の２５ページをお開き願います。 

美幌町介護予防・生活支援事業条例の一

部を改正する条例制定について。 

美幌町介護予防・生活支援事業条例の一

部を改正する条例を次のように制定しよう

とする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の２６ページ

をお開き願います。 

資料２、承認第４号関係。 

条例名は、介護予防・生活支援事業条例

の一部を改正する条例。 

改正の目的でありますが、令和６年度の

介護報酬基準の改定に伴い、サービス利用

者から徴収する手数料について、条例の一

部を改正するものであります。 

主な改正内容は、生活援助事業、入浴サ

ービス事業及び短期宿泊利用サービス事業

に係る利用者手数料を国の介護報酬単価に

準じて改正するもので、各サービスの改定

内容は、次の２７ページから２９ページに

記載のとおりでございます。 

改正は、右側に現条例、中段に令和６年

４月１日の改正後の内容、また、左側に令

和６年６月１日施行の改正内容を記載して

おります。 

今回の改正は、介護報酬基準の改定のほ

か、介護職員の処遇改善加算を改正するこ

ととなります。そのため、施行日が異な

り、令和６年４月１日施行の介護報酬基準

の改定は第１条、令和６年６月１日施行の

介護職員等処遇改善加算は第２条として規

定しております。 

新旧対照表につきましては、次の３０ペ

ージから６５ページを御参照願います。 

根拠法令は介護保険法で、施行日は、第

１条が令和６年４月１日、第２条が令和６

年６月１日であります。 

以上、御説明いたしました。 

御承認賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第４号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 承認第５号 

○議長（戸澤義典） 日程第６ 承認第５

号専決処分の承認についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二） 議案書４７ペー

ジになります。 
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承認第５号専決処分の承認について御説

明いたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

４８ページをお開き願います。 

専決処分書。 

令和５年度美幌町一般会計補正予算（第

１６号）について、繰越明許費の確定に伴

う会計処理等のため急を要するので、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分する。 

専決日は、令和６年３月２９日付であり

ます。 

専決処分の内容について御説明いたしま

すので、４９ページを御覧ください。 

令和５年度美幌町一般会計補正予算（第

１６号）。 

令和５年度美幌町の一般会計補正予算

（第１６号）は、次に定めるところによ

る。 

今回の補正は、繰越明許費及び地方債の

補正のほか、事業費の確定に伴う年度末の

予算整理になります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２億５,９８６万７,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１２９億９,７４７万６,０００円と

する。 

第２項につきましては事項別明細書によ

り説明いたします。 

繰越明許費の補正。 

第２条、繰越明許費の追加は、第２表、

繰越明許費補正により御説明いたします。 

地方債の補正。 

第３条、地方債の変更は、第３表、地方

債補正により御説明いたします。 

それでは、繰越明許費補正から御説明い

たしますので、議案書５４ページをお開き

ください。 

第２表、繰越明許費補正。 

繰越明許費につきましては、歳出予算に

おいて、その経費の性質や予算成立後の事

由により、年度内に支出が終わらないと

き、予算を翌年度へ繰越して執行する経費

であります。 

１段目の２款総務費、３項戸籍住民基本

台帳費、事業名、戸籍事務事業は、戸籍法

の改正により、戸籍の附票に氏名の振り仮

名を追加するためのシステム改修委託料で

すが、システム改修に係る国の要件定義に

遅延が生じたことによりシステム開発が遅

れ、年度内に事業が完了しないことから、

事業費の全額を翌年度へ繰越しいたしま

す。 

２段目の３款民生費、１項社会福祉費、

事業名、住民税非課税世帯等に対する臨時

特別追加給付金給付事業から、５段目の住

民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別

子ども加算給付金給付事業、以上の４件

は、それぞれの事業に該当する対象者に対

し、いずれも国の物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金を活用し給付するもの

で、年度内に事業が完了しないことから、

事業費の一部を翌年度へ繰越しいたしま

す。 

６段目の４款衛生費、１項保健衛生費、

事業名、新型コロナウイルスワクチン接種

事業は、国の新型コロナウイルスワクチン

接種対策費負担金を活用した事業ですが、

接種費用の一部の支出が年度内に完了しな

いことから、事業費の一部を翌年度へ繰越

しいたします。 

７段目の４款、２項清掃費、事業名、浸

出液処理施設維持管理事業は、第Ⅲ期埋立

処分場浸出水処理施設ＰＬＣ更新修繕にお

いて、電気電子部品関連の不足により交換

する当該部品に納期遅延が生じたことに伴

い、年度内に事業が完了しないことから、

事業費の全額を翌年度へ繰越しいたしま

す。 

８段目の７款商工費、１項商工費、事業
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名、原油価格・物価高騰対策プレミアム商

品券発行事業は、エネルギー物価高騰の影

響を受けた生活者の支援及び消費下支えを

図るため、プレミアム商品券を発行する事

業ですが、商品券の使用期限が５月１０日

までであり、年度内に事業が完了しないこ

とから、事業費の一部を翌年度へ繰越しい

たします。 

その下、９段目の７款商工費、１項商工

費、事業名、原油価格・物価高騰対策事業

者支援金給付事業は、同じく、エネルギー

物価高騰等の影響を受けた事業者を支援す

るため、町内事業者に対し１０万円の支援

金を給付する事業ですが、支援金の申請期

限が４月３０日までであり、年度内に事業

が完了しないことから、事業費の一部を翌

年度へ繰越しいたします。 

次に、議案書５５ページ、第３表、地方

債補正でございます。 

１段目の医療従事者就業支援等補助事業

から１２段目の公共土木施設災害復旧事業

まで、以上の１２件は、いずれも事業費の

確定に伴う予算の整理で、それぞれ補正後

の欄に記載のとおり、限度額を変更いたし

ます。 

なお、令和５年度の地方債の総額は、下

段 の 補 正 後 の 欄 に 記 載 の と お り 、 

８億６,４３８万７,０００円であります。 

次に、歳出について御説明いたしますの

で、７８、７９ページをお開き願います。 

３、歳出になります。 

今回の補正は、主に事業費の確定に伴う

予算整理になりますので、増額となる補正

についてのみ御説明させていただきます。 

２款総務費、１項総務管理費につきまし

ては、８０、８１ページになります。 

上段の５目企画費、１、政策推進事業費

の減のうち、中段の積立金は、令和５年度

のふるさと寄附金の総額から返礼品等の経

費を差し引き、ふるさとづくり基金へ積み

立てるもので、１,７９９万８,０００円を

追 加 し 、 補 正 後 の 積 立 金 の 総 額 を 

１億４,５８６万１,０００円といたしま

す。 

令和５年度の寄附件数は３万５,３８４

件、寄附金の総額は４億２,３１６万 

７,０００円となり、前年度から１,４９１

万８,０００円の増収で、過去最高額となり

ます。 

なお、参考資料６６ページ、資料３に、

各基金の年度末予定残高を掲載しておりま

すので、後ほど御確認をいただければと思

います。 

８２、８３ページをお開き願います。 

中段の９目財政調整等基金費、１、財政

調 整 等 基 金 積 立 金 の 増 、 積 立 金 の 

１億６,６４２万９,０００円は、御寄附と

今回の補正予算に係る余剰金の一部を基金

へ積み立てるための予算計上になります。 

御寄附につきましては、３月２７日、報

徳在住の大屋委代様から 1 万円を、３月 

２８日、匿名の方から５万円を、それぞれ

図書館の蔵書充実に役立ててほしいと御厚

志がございましたので、財政調整基金へ積

立てをいたします。 

また、今回の補正予算において余剰金が

発生したことから、計画的な財政運営に資

するため、１億６,６３６万９,０００円を

減債基金に積立ていたします。 

少し飛びますが、８４、８５ページから

１０４、１０５ページは、いずれも事業費

の確定に伴う予算の整理となります。 

１０６、１０７ページになります。 

１０款教育費、１項教育総務費、２目事

務局費、１、教育委員会事務局活動事務費

の増、積立金２億円は、今回の補正予算に

係る余剰金の一部を学校施設の改修費及び

今後想定される義務教育学校整備の財源に

充てるため、学校施設整備基金へ積立てを

いたします。 

なお、積立目標額といたしましては、今

後策定する基本構想により概算事業費を推

計した中で、最終的な目標額を設定してま

いりたいと考えております。 
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１０８、１０９ページ以降は、事業費の

確定に伴う執行残の整理になります。 

次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、６０、６１ページをお開き願いま

す。 

２、歳入になります。 

増額となる歳入を中心に御説明させてい

ただきます。 

１款町税につきましては、現年課税分の

確定に伴い予算を整理するもので、 

６,３７６万６,０００円の増額となりま

す。 

１項、１目個人町民税３,０３０万 

１,０００円の増額は、主に農業所得が伸び

たことによる所得割の増加が主な理由であ

ります。 

６２、６３ページになります。 

１２款地方交付税は、交付額の確定によ

り、１億４,９４３万５,０００円を増額い

たします。 

令和５年度に交付された地方交付税の総

額は、６２ページに記載のとおり、 

４５億６,８６６万８,０００円になります

が、その内訳といたしましては、普通交付

税が４１億２,５９８万円、特別交付税が 

４億４,２６８万８,０００円であります。 

６４、６５ページから６８、６９ページ

は、実績による予算の整理となります。 

次に、７０、７１ページの下段、１８款

財産収入、２項財産売払収入、１目不動産

売払収入、１節土地売払収入５７５万 

５,０００円は、東２条南２丁目及び豊岡の

町有地、合計三つの売払代となります。 

２目、１節物品売払収入９２６万７,０００ 

円は、不要となった車両８台を売払いした

収入となります。 

３目、１節生産品売払収入２２７万 

５,０００円は、みらい農業センターで生産

する農産品の売払収入が１,０２７万 

５,０００円となり、当初予算に計上した 

８００万円を上回りましたので、増額いた

します。 

１９款寄附金、１項寄附金につきまして

は、次のページになります。 

１目、１節一般寄附金６８１万４,０００

円の減額は、ふるさと寄附金の減額になり

ます。 

１２月定例会の補正予算において、令和

５年度の寄附総額を４億３,０００万円と見

込みましたが、歳出で御説明いたしました

とおり、最終実績は４億２,３１６万 

７,０００円となりましたので、予算を整理

いたします。 

４目教育費寄附金、２節社会教育費寄附

金６万円は、図書館の蔵書充実に役立てて

ほしいと、３月２７日、報徳在住の大屋委

代様から 1 万円を、３月２８日、匿名の方

から５万円を、それぞれ御寄附いただいた

ものであります。 

２２款諸収入、５項雑入につきまして

は、次のページになります。 

５目雑入、１節雑入のうち、説明欄の５

行目、物品等売払の増、９７６万９,０００

円は、鉄くず、ペットボトルなど有価資源

物の売払収入であります。 

以降につきましては、実績による予算の

整理となります。 

以上、承認第５号専決処分の承認につい

て御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

１番木村利昭さん。 

○１番（木村利昭） 予算書１０３ページ

ですね。７款商工費、１項商工費、３目観

光費の部分です。 

観光施設維持管理事業費の減、交流促進

センター維持管理委託料１,２９６万 

４,０００円の減とありますが、金額が大き

く減になっているので、こちらの理由を教

えていただけたらと思います。 

○議長（戸澤義典） 商工観光課長。 

○商工観光課長（沖崎寿和） 木村議員の

御質問にお答えいたします。 
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観光施設維持管理事業の施設維持管理委

託料についてでございますけれども、こち

らの予算の内訳としましては、峠の湯びほ

ろに係る指定管理を行っておりまして、通

常維持管理分として１,３００万円、燃料費

高騰補填としまして７０４万円、そして、

電気料金の高騰補填といたしまして 

１,０４６万９,０００円を当初予算で計上

させていただいておりました。 

そのうち、燃料費高騰補填、電気料高騰

補填、こちらの二つが実績としまして減額

となっております。 

燃料費につきましては、峠の湯では、重

油ボイラーとチップボイラーを併用してお

りまして、重油ボイラーの燃料代のほうが

かさんでまいります。 

令和５年度においては、チップボイラー

を故障もなく順調に稼働させることができ

たため、重油の使用量を抑えることができ

たこと、重油の単価自体も想定より低く推

移したことが要因となっておりまして、燃

料費の部分で６８１万６,０００円の減額と

なっております。 

続きまして、電気料についてでございま

すけれども、こちらも年間通じまして、国

の電気・ガス価格激変緩和対策事業が延長

されたことにより、料金が想定よりも低く

抑えられたことが要因となっております。

電気料金につきましては、６１４万 

８,０００円の減額となっております。 

合わせまして１,２９６万４,０００円、

こちらが減額となりました。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） これで質疑を終わり

ます。 

これから、承認第５号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

しました。 

暫時休憩します。 

再開は１１時１０分とします。 

午前１１時００分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 

○議長（戸澤義典） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 承認第６号 

○議長（戸澤義典） 日程第７ 承認第６

号専決処分の承認についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法） 議案書の 

１１７ページになります。 

承認第６号専決処分の承認について御説

明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

１１８ページになります。 

専決処分書。 

令和５年度美幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第５号）について、療養給付費

の確定に伴う会計処理等のため急を要する

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分する。 

専決日は、令和６年３月２９日付でござ

います。 

専決内容について御説明申し上げますの

で、１１９ページを御覧いただきたいと思

います。 

令和５年度美幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第５号）。 

令和５年度美幌町の国民健康保険特別会
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計補正予算（第５号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２億７,２１８万１,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２４億２,４３４万９,０００円とす

る。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明申し上げます。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

１３０、１３１ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項、１目一般管理費 

５０万８,０００円の減額は、共同電算処理

委託料について、レセプト処理件数等の減

によるものでございます。 

２目連合会負担金９４万４,０００円の減

額は、道クラウド運用負担金について、見

込額に対する実績減によるものでございま

す。 

２ 款 保 険 給 付 費 、 １ 項 療 養 諸 費 

２億８１２万６,０００円の減額と２項高額

療養費５,０３５万６,０００円の減額につ

きましては、それぞれ一般被保険者への保

険給付費の実績見込額の減少によるもので

ございます。 

当初予算におきましては、昨今の医療高

度化などもあり、前年度までの状況を勘案

しつつ、一定の給付費の伸びを見込んでご

ざいましたが、予算を下回る結果となって

ございます。 

その要因としましては、第一に、被保険

者数につきまして、その見込数が当初予定

しておりました数よりも下回ったこと、こ

のことが大きな要因としてございます。 

もう一つは、コロナ禍に徹底された基礎

的な予防活動によりまして、全国的に病気

そのものの減少が見られるといった傾向が

あるところではございますが、本町におき

ましても、町民の皆様によるお一人お一人

の対策の徹底が医療費の抑制に少なくとも

影響しているものと考えているところでご

ざいます。 

ページ変わりまして、１３２、１３３ペ

ージになります。 

４項出産育児諸費５９２万２，０００円

の減額は、出産育児一時金について、実績

見込額の減少によるもので、当初見込みが

２０人のところ、実績では８人という結果

でございます。 

６項傷病手当金６５万２,０００円の減額

につきましては、それぞれ実績見込額の減

少によるもので、当初、トータルで療養日

数１８０日分に対応する額を見込んでござ

いましたが、実績では、人数は一人で、療

養日数は３日という結果でございました。 

３款国民健康保険事業費納付金につきま

しては、財源振替になります。 

４款保健事業費、１項保健事業費 

７０万３,０００円の減額は、会計年度任用

職員報酬などについて、実績見込額の減少

によるものでございます。 

２項特定健康診査等事業費３８９万 

５,０００円の減額は、集団健診及び個別健

診に係る特定健康診査委託料の実績見込額

の減少によるものでございます。 

ページ変わりまして、１３４、１３５ペ

ージになります。 

６款諸支出金、２項、１目直営診療施設

繰出金１０７万５,０００円の減額は、直営

診療施設の健康管理事業の実績に伴う減に

よるものでございます。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１２６、１２７ページにお戻り願い

ます。 

２、歳入。 

１款国民健康保険税１,８５１万８,０００ 

円の増額につきましては、当初予算におき

まして、特に営業所得について、コロナ禍

における影響を考慮し前年比１０％減、ま

た、農業所得を５％減など所得割の減少を

見込んでございましたが、当初見込みに比

べ、営業所得では前年比６．６％減にとど
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まり、減少率が比較的少なかったこと、ま

た、農業所得は大きく前年比で１８．５％

増となったことがございます。 

さらには、収納率について、当初見込み

９７．０％から９８．１％に伸びたことな

どから増額となるものでございます。 

３ 款 道 支 出 金 、 １ 項 道 補 助 金 、 

２億６,４４０万４,０００円の減額につき

ましては、保険給付費の減に伴う保険給付

費等普通交付金の減額でございます。 

５ 款 繰 入 金 、 １ 項 他 会 計 繰 入 金 

２６９万６,０００円の減額につきまして

は、保険基盤安定繰入金や事務費等の実績

減などによるものでございます。 

そ の 下 、 ２ 項 基 金 繰 入 金 

２,１９２万８,０００円の減額につきまし

ては、さきに御説明いたしました国民健康

保険税の増額などに伴う減額でございま

す。 

７款諸収入、２項、１目第三者納付金 

８５万円の減額と、ページ変わりまして、

１２８、１２９ページの２目返納金 

８２万１,０００円の減額は、それぞれ実績

減によるものでございます。 

以上、承認第６号について御説明申し上

げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第６号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

しました。 

 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 承認第７号 

○議長（戸澤義典） 日程第８ 承認第７

号専決処分の承認についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

福祉部長。 

○福祉部長（斉藤浩司） 議案の１３７ペ

ージをお開き願います。 

承認第７号専決処分の承認について御説

明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

今回、専決処分いたしました補正予算に

つきましては、介護サービス給付費及び国

庫支出金の確定に伴い、保険料その他の費

用の実績を見込み、整理を行おうとするも

のでございます。 

次の１３８ページを御覧ください。 

専決処分書。 

令和５年度美幌町介護保険特別会計補正

予算（第４号）について、介護サービス給

付費の確定に伴う会計処理等のため急を要

するので、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分する。 

専決日につきましては、令和６年３月 

２９日付でございます。 

専決内容について御説明いたしますの

で、次の１３９ページを御覧ください。 

令和５年度美幌町介護保険特別会計補正

予算（第４号）。 

令和５年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２億３,９７７万９,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２０億３,５８９万６,０００円とす

る。 
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第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、 

１５０、１５１ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費２６７万９,０００円の減額に

つきましては、１項総務管理費の法改正に

対応したシステム改修委託の契約結果に基

づく減額。 

また、３項介護認定審査会費の減額につ

きましては、介護認定審査会委員報酬、医

師意見書作成手数料、介護認定調査委託

料、それぞれ実績に基づく減額でございま

す。 

２款保険給付費、２億５,１１３万 

４,０００円の減額につきましては、１項介

護サービス等諸費から１５４、１５５ペー

ジ上段の６項その他諸費まで、実績に基づ

く給付費確定による減額でございます。 

そ の 下 、 ３ 款 地 域 支 援 事 業 費 

１,４６７万４,０００円の減額につきまし

ては、１項介護予防・生活支援サービス事

業費、２項包括的支援事業費・任意事業費

とも、実績に基づく給付費確定による減額

でございます。 

次の１５６、１５７ページ、４款基金積

立金につきましては、本補正予算の余剰金

を介護保険基金に積み立てるものでござい

ます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、１４６、１４７ページにお戻りいただ

きたいと思います。 

２、歳入。 

１款保険料、１項介護保険料につきまし

ては、決算見込みにより、現年度分 

４０６万６,０００円、滞納繰越分を 

６１万４,０００円減額するものでございま

す。 

２款分担金及び負担金、１項負担金 

３７万２,０００円の減額につきましては、

介護認定審査会経費の精算に伴い、津別

町、大空町からの負担金を減額するもので

ございます。 

３款国庫支出金、４款支払基金交付金、

５款道支出金につきましては、それぞれ介

護給付費、地域支援事業の確定に伴う補正

でございます。 

次に、１４８、１４９ページになりま

す。 

７款繰入金、１項一般会計繰入金 

５,７６４万１,０００円の減額につきまし

ては、介護給付費、介護予防日常生活支援

総合事業、包括的支援事業、任意事業のそ

れぞれ実績、低所得者保険料軽減額及び事

務費の確定による減額でございます。 

２項基金繰入金５,１２７万７,０００円

の減額につきましては、介護サービス給付

費の減に伴い減額するものでございます。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第７号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 同意第１号 

○議長（戸澤義典） 日程第９ 同意第１

号美幌町教育委員会委員の任命についてを

議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

副町長。 

○副町長（髙﨑利明） 議案の１５８ペー

ジをお開き願います。 

同意第１号美幌町教育委員会委員の任命
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について御説明申し上げます。 

本町教育委員会委員、東海政博氏は、令

和６年８月３１日をもって任期満了となる

ので、次の者を任命いたしたく、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定により、議会の同意を求めるも

のでございます。 

氏名、東海政博氏。 

住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） 質疑なしと認めま

す。 

これから、同意第１号美幌町教育委員会

委員の任命についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本件は同意することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 同意第２号 

○議長（戸澤義典） 日程第１０ 同意第

２号美幌町固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

副町長。 

○副町長（髙﨑利明） 議案の１５９ペー

ジをお開き願います。 

同意第２号美幌町固定資産評価審査委員

会委員の選任について御説明申し上げま

す。 

本町固定資産評価審査委員会委員、伊藤

健一氏は、令和６年６月２７日をもって任

期満了となること、及び同委員会委員、原

智晴氏より辞任の申出があったことから、

次の者を選任いたしたく、地方税法第 

４２３条第３項の規定により、議会の同意

を求めるものでございます。 

氏名、伊藤健一氏。 

住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

氏名、城裕幸氏。 

住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） 質疑なしと認めま

す。 

これから、同意第２号美幌町固定資産評

価審査委員会委員の選任についてを採決し

ます。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本件は同意することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第４２号 

○議長（戸澤義典） 日程第１１ 議案第

４２号動産の取得についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

教育部長。 

○教育部長（遠藤 明） 議案書１６０ペ

ージになります。 

議案第４２号動産の取得について御説明

を申し上げます。 

次のとおり、動産を取得するものとす

る。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の６７ペ

ージをお開き願います。 
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資料４、議案第４２号関係、グランドケ

トルの取得であります。 

納入場所は、学校給食センターになりま

す。 

動産の概要でありますが、このたびの導

入機器は、平成９年から使用している機器

の更新になります。 

用途としては、みそ汁をつくったり、具

材を炒めるなど、煮る、炒める、混ぜると

いった機能を有する蒸気式攪拌装置付全自

動煮炊機１基を導入するものであります。 

入札年月日は令和６年５月１６日、指名

業者は株式会社中西製作所ほか記載の４社

でございます。 

取得の金額、１,１７８万１,０００円。 

落札率は９４．９５％になります。 

取得の相手方は、札幌市厚別区厚別南３

丁目２番２８号、株式会社中西製作所北海

道支店、支店長、渡邉俊弥でございます。 

契約保証金は免除。 

契約年月日、議決後本契約による。 

納入期限は、令和７年３月３１日とす

る。 

以上、御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４２号動産の取得につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第４３号 

○議長（戸澤義典） 日程第１２ 議案第

４３号工事請負契約の締結についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（遠國 求） 議案の１６１ペ

ージをお開き願います。 

議案第４３号工事請負契約の締結につい

てを御説明申し上げます。 

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の６８ページ

をお開き願います。 

資料５、議案第４３号関係。 

工事請負契約の締結について。 

第Ⅳ期埋立処分場造成工事であります。 

本工事は、令和６年度から令和８年度ま

での３か年の債務負担行為で行うものであ

ります。 

工事の場所は、美幌町字登栄３番地の

１。 

工事の概要は、埋立面積８,６４０平方メ

ートル、埋立容積５０,０００立方メートル

で、ほかは記載のとおりであります。 

入札年月日は令和６年５月３０日。 

指名業者は、聖太・道和・宮田特定建設

工事共同企業体、ほか記載の特定建設工事

共同企業体であります。 

契約金額については、５億６００万円で

あります。参考までに、消費税抜きの金額

は、４億６,０００万円であります。 

また、落札率は９８．０％であります。 

契約の相手方、聖太・道和・宮田特定建

設工事共同企業体、代表者、網走郡美幌町

字仲町２丁目９６番地、聖太建設株式会社

美幌支店、支店長、大沼泰であります。 

契約保証金、免除。 

契約年月日、契約後本契約による。 

工期は、本契約日から令和８年８月３１

日までとなります。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 
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○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸） 企業体の金額的な

構成割合をお教え願いたいと存じます。 

例えば、聖太建設が４０％、道和が 

３０％、宮田が３０％だとか、構成割合が

存在すると思うのですね。 

というのは、責任問題ですよ。金額に応

じた構成割合、仕事をなす責任割合という

意味で、よろしければ。 

○議長（戸澤義典） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一） 御質問にお答え

いたします。 

企業体の構成割合でございますが、３社

の企業にあっては、１社あたり２０％以上

という要件を踏まえておりますが、届出さ

れている状況について今、手元に資料がご

ざいませんので、後ほど回答させていただ

ければと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸） 企業体を組んだと

きの説明要件だと、私は思っているのです

けれどね。 

その点、今、持ち合わせがないという趣

旨で、そう言うのであれば百歩譲ります

が、企業体という意味の契約行為の一つで

あろうかと思います。 

最近、総務部は、このようなことを失念

することが多くなっているのではないのか

と思いますので、一言、余分な苦言も申し

上げておきます。 

やはり、企業体はどのようなものだとい

うことを、総務部もしっかり受け止めてい

なかったらいけませんよね。 

はい、分かりました。後ほど教えてくだ

さい。 

○議長（戸澤義典） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） これで質疑を終わり

ます。 

これから、議案第４３号工事請負契約の

締結についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第４４号 

○議長（戸澤義典） 日程第１３ 議案第

４４号工事請負契約の締結についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（遠國 求） 議案の１６２ペ

ージをお開き願います。 

議案第４４号工事請負契約の締結につい

てを御説明申し上げます。 

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の６９ページ

をお開き願います。 

資料６、議案第４４号関係。 

工事請負契約の締結について。 

第Ⅳ期埋立処分場浸出水処理施設建設工

事であります。 

本工事は、令和６年度から令和８年度ま

での３か年の債務負担行為で行うものであ

ります。 

工事の場所は、美幌町字登栄３番地の

１。 

工事の概要は、浸出水処理能力、１日 

２０立方メートル、構造は鉄骨造、調整槽

容量２,７００立方メートルで、ほかは記載

のとおりであります。 

入札年月日は令和６年５月３０日。 

指名業者名は、共和化工株式会社ほか記
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載の５社であります。 

契約金額については、１３億１,７８０万

円であります。参考までに、消費税抜きの

金額は、１１億９,８００万円であります。 

また、落札率は９３．５％であります。 

契約の相手方、札幌市中央区北２条東２

丁目１番１７号、共和化工株式会社札幌支

店、支店長、渡邉康大であります。 

契約保証金、契約金額の１００分の１０

以上。 

契約年月日、議決後本契約による。 

工期は、本契約日から令和８年８月３１

日までとなります。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

１３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇） 工事の中で給水設

備。まず、この水をどこからどのようにし

て持ってくるのか、水道水を使うのか、あ

るいは地下水を使うのか。 

そして、水処理の仕方について、毎日稼

働するのか、それとも１週間に１回だと

か、月に１回だとか、やり方があると思う

のです。 

やり方によって、水の量も相当変わって

くると思うのですよ。 

その辺を教えていただければと思いま

す。 

○議長（戸澤義典） 環境衛生主幹。 

○環境衛生主幹（宮田英和） お答え申し

上げます。 

まず、給水の関係ですけれども、現在、

処理場の管理棟の部分で使っております営

農用水、そちらの管を延長してといいます

か、そのような形で水を供給することで考

えております。 

それから、施設の稼働の関係ですけれど

も、基本的には止まらないで稼働するとい

う形ではあるのですが、季節的なもの、時

期によっては、浸出水が非常に少なくなる

と。 

ある一定の時期、特に、たしか２月ぐら

いだったと記憶しているのですが、その頃

には水槽が空になって、それが春先ぐらい

まで空になる期間があると。 

そのときは、機械のメンテですとか、そ

のようなことに充てる期間と考えてござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（戸澤義典） １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇） 今、営農用水を使

うという答弁でしたけれども、今使ってい

るこの営農用水というのは、登栄から流れ

てくる営農用水ですか。 

もし、それであれば、処分場から下の方

たち、今使っている方たちへの影響がない

のか。 

多分、今のところ、ずっと何年も苦情は

来ていないとは思うのですけれども、また

一つ、それを使うことによって、影響が出

るか出ないのか、その辺をお知らせ願いた

いと思います。 

○議長（戸澤義典） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求） お答えいたしま

す。 

豊栄地区の営農用水ということで、構成

員の方々に、登栄の処分場開設当時からお

話をさせていただいて、営農等に支障のな

いという説明をさせていただいて、現在ま

で使用しているところでございます。 

新しい処理施設につきましても、水量等

を勘案して、皆様への影響がないという判

断の下、今回も使用させていただく予定と

なっておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（戸澤義典） ほかに質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） これで質疑を終わり

ます。 

これから、議案第４４号工事請負契約の

締結についてを採決します。 
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この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎再答弁の申出 

○議長（戸澤義典） 先ほど、議案第 

４３号工事請負契約の締結についてにおい

て、吉住議員より企業体の構成割合に関す

る質疑があった件につきまして、理事者か

ら再答弁の申出がありますので、発言を許

します。 

財務課長。 

○財務課長（吉田善一） 御質問にお答え

いたします。 

企業体の構成員の出資割合でございます

が、代表であります聖太建設につきまして

４０％、株式会社道和建設３０％、株式会

社宮田建設３０％、以上の構成割合となっ

ております。 

よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第４５号 

○議長（戸澤義典） 日程第１４ 議案第

４５号工事請負契約の締結についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（遠國 求） 議案の１６３ペ

ージをお開き願います。 

議案第４５号工事請負契約の締結につい

てを御説明申し上げます。 

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の７０ページ

をお開き願います。 

資料７、議案第４５号関係。 

工事請負契約の締結について。 

旭団地１号棟外壁等改修工事でありま

す。 

工事の場所は、美幌町字稲美１０５番地

の２。 

工事の概要は、外壁・屋根塗装改修のほ

か、記載のとおりであります。 

入札年月日は令和６年５月３０日。 

指名業者は、株式会社高橋工務店ほか記

載の９社であります。 

契約金額、４,９８３万円。参考までに、

消費税抜きの金額は、４,５３０万円であり

ます。 

また、落札率は９７．１％であります。 

契約の相手方、網走郡美幌町字美禽 

３２８番地の７２、株式会社高橋工務店、

代表取締役高橋広明であります。 

契約保証金、契約金額の１００分の１０

以上。 

契約年月日、議決後本契約による。 

工期、本契約後１８０日とする。 

本日、議決いただき契約いたしますと、

１８０日目は令和６年１２月１４日でござ

いますが、１４日は土曜日となりますの

で、１６日、月曜日が工期の末日となりま

す。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩） 確認なのですけれ

ど、３月議会の予算書では５,７００万円の

計上だったのです。これは、設計費を入れ

て直工費と別だったのかどうか。 

工事費で５,７００万円だと思ったもので

すから、工事の概要の中で、入札前に単価

が下がったのか、工事をしなくて済んだの

か、それも含めて御説明をお願いします。 

○議長（戸澤義典） 建築主幹。 

○建築主幹（廣田吉輝） ただいまの御質

問にお答えいたします。 

３月の予算計上時におきましては、物価
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の高騰、人件費の高騰も予想されたことか

ら、工事としては若干多めに見込んでおり

ました。 

今回の工事につきましては、設計を自前

でやっておりますので、今回の工事費減額

分については、あくまでも工事費の精査、

設計時における単価の入替えによるもの

で、工事内容の変更等はございません。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩） 物価が上がる予想

だったということになると、この数字は上

がる前、３月の予算計上時の数字に合わせ

たということになるのですよね。上がる予

定で５,７００万円を組んだけれど、上がら

なかったのでこの数字だよと。 

つまり、当初の設計のときから、物価高

騰なり、材料高騰がなかったということに

なるので、本当かなと思って。 

もう一度、お願いします。 

○議長（戸澤義典） 建築主幹。 

○建築主幹（廣田吉輝） ただいまの御質

問にお答えいたします。 

予算の計上時につきましても、町内業者

からの見積りを採用している部分もありま

して、年度が明けてから改めてそれらの金

額についても確認したところ、上昇が見込

まれなかったということで、ただいまの金

額になっているところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） これで質疑を終わり

ます。 

これから、議案第４５号工事請負契約の

締結についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第４６号 

○議長（戸澤義典） 日程第１５ 議案第

４６号工事請負契約の締結についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

教育部長。 

○教育部長（遠藤 明） 議案書１６４ペ

ージになります。 

議案第４６号工事請負契約の締結につい

て御説明を申し上げます。 

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の７１ペ

ージをお開き願います。 

資料８、議案第４６号関係。 

スキー場照明ＬＥＤ交換修繕でありま

す。 

工事の場所は、リリー山スキー場になり

ます。 

工事の概要でありますが、スキー場内に

は照明灯が１１基あり、一基当たり３台か

ら８台の照明が設置されております。 

こちらの既設照明器具の撤去及びＬＥＤ

照明器具の取付けを、５９台分行うもので

あります。 

入札年月日は令和６年５月１６日。 

指名業者は、株式会社武市電気ほか記載

の３社でございます。 

契約金額、５,３１１万９,０００円。 

落札率は９７．９７％になります。 

契約の相手方は、網走郡美幌町字東３条

南１丁目６番地、株式会社武市電気、代表

取締役社長武市高広でございます。 

契約保証金、契約金額の１００分の１０

以上。 

契約年月日、議決後本契約による。 

工期は、本契約後、令和６年１０月３１
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日までとする。 

以上、御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

１３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇） このＬＥＤ電気、

電気というか光が、ＬＥＤは意外と真っす

ぐしかない、分散の光ではないと、私は思

っているのです。 

ということは、照らしているところだけ

は明るいけれども、例えば、一つの照明

器、次の照明器、その間は薄暗くなるのか

なと思っているところなのです。 

街路灯などもＬＥＤに変えたところ、真

下だけは明るいのですけれども、周りは明

るくないのですよ。それと同じようなこと

が起きるのかなと思っているものですか

ら。 

まして、スキーというのは、結構スピー

ドがあるものなので、薄暗いところ、明る

いところとなると、事故も起きるのかなと

いう懸念もあるのです。 

その辺の心配はないのでしょうか。 

○議長（戸澤義典） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（弓山 俊） 大原議

員の質問にお答えいたします。 

現在スキー場にある水銀灯ランプの平均

照度は、全体で約４８ルクスありまして、

今回ＬＥＤに交換することによって４０ル

クスと減少はするものの、あくまでも 

ＪＩＳ規格による運動区分３のレクリエー

ションレベルで調整を図っております。 

器具もそのように選定をされているとこ

ろでありますので、特に問題はないと考え

ております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇） 課長、私はそのよ

うなことを聞いているのではない。 

ルクスのことを言われても私は分からな

い。 

言っているのは、照明器と照明器の間の

光。ＬＥＤというのは、光が真っすぐしか

ないのです。 

今、言ったように、水銀灯は分散なので

すよ。だから、その間というのは、照明器

と照明器の間も意外と明るいのです。あま

り影響がないのですよ。 

事務所の近くで街路灯を変えたところが

あれば、自分で見て分かりますよ。真下だ

け明るいのです。今までの水銀灯は全部明

るいのですよ。２０メートル、３０メート

ル。 

今は真下だけ、それと同じような現象が

起きるのではないですかと。 

明るさ、照度のことを言っているのでは

ないです。継ぎ目が果たして大丈夫かとい

うだけの話なのです。 

それが、教育委員会で、スポーツ振興課

で、いや、それは大丈夫ですと言うのであ

れば、別に問題ないのですよ。 

そのことだけお知らせください。 

○議長（戸澤義典） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明） 御答弁申し上げ

ます。 

当然、ＬＥＤになると、議員おっしゃる

とおりのお話になりますけれども、こちら

は、施工時に照度分布の確認ですとか、明

かりの角度調整をいたしまして、影がない

ような形で調整させていただきますので、

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典） ほかに質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） これで質疑を終わり

ます。 

これから、議案第４６号工事請負契約の

締結についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 
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したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

暫時休憩します。 

再開は１３時１５分とします。 

午前１１時５４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時１５分 再開 

○議長（戸澤義典） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 議案第４７号 

○議長（戸澤義典） 日程第１６ 議案第

４７号美幌町過疎地域持続的発展市町村計

画の一部変更についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二） 議案書１６５ペ

ージになります。 

議案第４７号美幌町過疎地域持続的発展

市町村計画の一部変更について御説明を申

し上げます。 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法第８条第１０項において準用する

同条第１項の規定に基づき、美幌町過疎地

域持続的発展市町村計画の一部を別紙のと

おり変更する。 

変更内容について御説明いたしますの

で、参考資料７２ページをお開き願いま

す。 

資料９、議案第４７号関係。 

美幌町過疎地域持続的発展市町村計画の

一部変更について。 

変更目的でありますが、令和３年９月

に、令和３年度から令和７年度までの５か

年を計画期間とする過疎計画を策定いたし

ましたが、令和６年度の過疎債の起債申請

におきまして、過疎計画に登載していない

事業があることから、事業の追加をいたし

たく、過疎計画の一部変更を行おうとする

ものであります。 

変更内容でありますが、令和６年度にお

きまして、過疎債を財源に実施する道路・

橋梁及び一般廃棄物広域処理施設の整備に

ついて、参考資料に記載のとおり、事業５

件を追加いたします。 

１段目の町道第１２４・４１３号道路整

備事業は、稲美、気楽家様から旭公営住宅

３号棟まで、工事延長は１５４メートル、

道路改良及び舗装を行います。 

２段目の町道第４０２号道路整備事業

は、日の出１丁目、黒猫洋菓子店様から曙

通りまで、工事延長は２２６メートル、道

路改良及び舗装を行います。 

３段目の町道第５０５・５０９号道路歩

道整備事業は、新町２丁目、月花堂様から

昭和電気様まで、工事延長は２０８メート

ルの歩道改良を行います。 

４段目の五月橋長寿命化事業は、豊幌地

区の町道第１４１号道路に昭和５４年に架

設されている橋長１５メートル、幅員は 

６.５メートルの橋梁で、令和６年度に実施

設計を、令和７年度以降に橋梁工事を実施

する予定であります。 

５段目の一般廃棄物広域処理施設整備事

業は、令和１１年度に一般廃棄物広域中間

処理施設の建設を目指し、網走市と大空

町、斜里町、小清水町、清里町の１市５町

において、斜網地区廃棄物処理広域化推進

協議会を設立、令和７年度に一部事務組合

を設立し、施設工事に着工する予定です。 

根拠法令は、過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法であります。 

以上、議案第４７号につきまして御説明

をいたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４７号美幌町過疎地域

持続的発展市町村計画の一部変更について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 
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本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 議案第４８号 

○議長（戸澤義典） 日程第１７ 議案第

４８号辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の策定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二） 議案書１６７ペ

ージになります。 

議案第４８号辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の策定について御説明を申し上

げます。 

辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律第３条

第１項の規定に基づき、福住、豊富、豊岡

辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別

紙のとおり定める。 

今回、策定する総合整備計画は、辺地債

を活用して公共的施設を整備する場合、今

後５年間の整備計画を定め、事前に総務大

臣へ提出しなければならないことから、議

会の議決をいただこうとするものでありま

す。 

なお、辺地とは、交通条件等に恵まれ

ず、他の地域と比較して住民の生活文化水

準の低い地域を指しますが、その格差の是

正を図るため、公共的施設の整備に際し、

財政上の特別措置として辺地債、交付税措

置率８０％の申請が認められております。 

それでは、総合整備計画書案につきまし

て御説明いたしますので、１６８ページを

お開き願います。 

１、辺地の概況は記載のとおりでありま

す。 

２、公共的施設の整備を必要とする事情

でありますが、市街地から約１０キロの位

置にある福住地区は、公共下水道の処理区

域外であること、児童生徒の通学手段の確

保が課題となっております。 

このため、３、公共的施設の整備計画に

示すとおり、令和６年度から令和１０年度

まで５年間の整備計画期間内に、記載の事

業を実施いたします。 

１点目の下水道、個別排水処理施設は、

事業費として２,０５０万円を、うち辺地債

の予定額を６７０万円と見込んでおり、今

後５年間で合併浄化槽５基を設置する予定

であります。 

２点目のスクールバスは、平成２３年３

月に導入した１５人乗りのバスを令和９年

度に更新いたします。 

事業費は６００万円、その全額を辺地債

により申請する予定であります。 

福住辺地に係る総合整備計画書案は、以

上になります。 

次に、１６９ページをお開き願います。 

豊富辺地に係る総合整備計画書案になり

ます。 

１、辺地の概況は、記載のとおりであり

ます。 

２、公共的施設の整備を必要とする事情

でございますが、市街地から約１２キロの

位置にある豊富辺地は、公共下水道の処理

区域外であることが課題となっておりま

す。 

このため、３、公共的施設の整備計画に

記載のとおり、令和６年度から令和１０年

度まで５年間の整備計画を策定するもの

で、計画期間内に一つの事業を実施予定で

あります。 

下水道、個別排水処理施設は、事業費と

して２,０５０万円を、うち辺地対策事業債

の予定額を６７０万円と見込んでおり、今

後５年間で合併浄化槽５基を設置する計画

であります。 

豊富辺地に係る総合整備計画書案は、以

上になります。 

次に、１７０ページをお開き願います。 
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豊岡辺地に係る総合整備計画書案になり

ます。 

１、辺地の概況は記載のとおりでありま

す。 

２、公共的施設の整備を必要とする事情

でございますが、市街地から約９キロの位

置にある豊岡辺地は、公共下水道の処理区

域外であること、冬季間における自動車の

交通確保が課題となっております。 

このため、３、公共的施設の整備計画に

記載のとおり、令和６年度から令和１０年

度まで５年間の整備計画を策定するもの

で、計画期間内に二つの事業を実施予定で

あります。 

１点目の下水道、個別排水処理施設は、

事業費として２,０５０万円を、うち辺地対

策事業債の予定額を６７０万円と見込んで

おり、今後５年間で合併浄化槽５基を設置

する計画であります。 

２点目の除雪機械は、平成１２年に導入

した除雪ショベルの更新になります。 

事業費は４,７７０万円、国庫補助 

７９５万円を除いた３,９７０万円につい

て、辺地対策事業債を申請する予定であり

ます。 

以上のとおり、福住、豊富、豊岡辺地の

３地区につきまして、公共的施設の総合整

備計画を策定いたします。 

以上、議案第４８号につきまして御説明

をいたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

１３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇） 福住辺地のスクー

ルバスについて、お伺いしたいと思いま

す。 

これから６年、７年後、小学校、中学校

が統一、義務教育学校という構想がありま

す。これを踏まえて、そのときに向けてス

クールバスをどのようにするのか。 

多分、もう今の時期から考えておかない

と、子供たちの通学手段というのは大変だ

と思うのです。 

全域に広まりますから、そのことも踏ま

えてこれからどう考えているのか、お教え

願いたい。 

○議長（戸澤義典） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明） 御答弁申し上げ

ます。 

今現在も統廃合している周辺地区につき

ましては、スクールバスを出しておりま

す。 

議員おっしゃるとおり、将来的には義務

教育学校１校、町内のどちらかに設置する

わけですけれども、基本的な考えとしまし

ては、今と同じような形で周辺地区の子供

たちの登下校をスクールバスで対応すると

いうことで、今と基本的な形は変わらない

と考えております。 

○議長（戸澤義典） １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇） ということは、ス

クールバスも増車するという考えはなく、

現行のままの台数でも十分間に合うという

考えでよろしいでしょうか。 

○議長（戸澤義典） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩） 先ほどの部長の答

弁を若干補足させていただきますけれど

も、まず、将来的に義務教育学校１校とい

うことを教育委員会では考えております。 

今後、ビジョンの策定なり基本構想を行

っていく中で、様々な御意見をいただいて

成案化していくことを考えております。 

また、その場所によっては、現行の通学

距離が非常に増えたり減ったりする場合も

ありますので、まずは、今の辺地地区のバ

スの整備は整備として行う。 

これは、購入計画を上げさせていただく

とともに、足の確保というのは重要な問題

であるため、今度、新しく学校を設置する

場所に応じて、それはそれで考えていきた

いと思っておりますので、よろしくお願い

します。 

また、この過疎辺地対策事業債は非常に
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有利な財源でございますので、このような

ものを積極的に活用しながら、足の確保を

十分に図ってまいりたいと思っておりま

す。 

○議長（戸澤義典） １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇） 大体分かりました

けれども、これは、もう先に義務教育学校

の計画が立っているのです。計画というか

その予定が。 

ということは、今、足を十分に確保しま

すと言ってくれたのですけれども、今から

しっかりとその準備をしておかないと。こ

のような場合どうなのだ、バスは本当に足

りるのだろうかとかあると思うのですよ。 

直近になってからそのようなことをやっ

ても、お金が出ないかもしれない。今から

そのようなことをやっておかないと。 

何でも早め早めがベターだと僕は思うの

ですよ。 

そのようなことも考えて、これから対応

していただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典） ほかに質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） これで質疑を終わり

ます。 

これから、議案第４８号辺地に係る公共

的施設の総合整備計画の策定についてを採

決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 議案第４９号 

○議長（戸澤義典） 日程第１８ 議案第

４９号番号法施行条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二） 議案書１７１ペ

ージになります。 

議案第４９号番号法施行条例の一部を改

正する条例制定について御説明を申し上げ

ます。 

番号法施行条例の一部を改正する条例を

次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料７３ペー

ジをお開き願います。 

資料１０、議案第４９号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正目的でございますが、上位法である

行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の改正に伴

い、条例で引用する条項の整備等、所要の

改正を行うものです。 

改正内容でございますが、マイナンバー

の利用が認められている事務について、番

号法の中の別表２で限定列挙されていたと

ころですが、これらの事務が主務省令で規

定されることとなり、別表２が廃止され、

特定個人番号利用事務として定義されるこ

とに伴い、引用の名称を改めるものでござ

います。 

今回の改正により、マイナンバー利用事

務が他法令で追加された場合に、その都度

法律を改正することなく情報連携が可能と

なるものでございます。 

なお、参考資料７４ページに条例の新旧

対照表を掲載しておりますので、御参照い

ただければと思います。 

根拠法令は、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用に関する法

律。 

施行日は公布の日からとなります。 

以上、議案第４９号につきまして御説明

を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４９号番号法施行条例

の一部を改正する条例制定についてを採決

します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 議案第５０号 

○議長（戸澤義典） 日程第１９ 議案第

５０号美幌町税条例の一部を改正する条例

制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法） 議案書の１

７２ページになります。 

議案第５０号美幌町税条例の一部を改正

する条例制定について御説明を申し上げま

す。 

美幌町税条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げますので、参考資料の７５

ページをお開き願います。 

資料１１、議案第５０号関係。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

について。 

改正目的でございますが、地方税法等の

一部改正に伴い、所要の税条例の改正を行

おうとするものでございます。 

改正内容につきましては、大きく２項目

でございます。 

一つ目は、個人住民税でありますが、公

益信託制度改革による新たな公益信託制度

の創設に伴う改正でございます。 

公益信託制度について、現行制度におけ

る仕組みの複雑さや制約の課題が多いこと

から、現在、国では民間による公益活動の

活性化を実現すべく、これまでの公益信託

に関する法律が全部改正され、今後、新た

に公益信託に関する法律が施行されるなど

の大きな制度改革が行われてございます

が、これらに伴いまして、地方税法等の規

定の見直しも行われることから、条例につ

きましても規定の整備を行うものでござい

ます。 

内容といたしましては、公益信託の信託

財産とするために支出した一定の寄附金に

ついて、寄附金税額控除の対象とするこ

と、公益信託に係る市町村民税の課税特例

の規定削除でございます。 

こちらにつきましては、施行日は、公益

信託に関する法律の施行の日の属する年の

翌年の１月１日でございまして、現段階に

おきましては、令和８年度からの施行が予

定されてございます。 

二つ目は、その他でございますが、地方

税法の改正に伴う引用条項や字句の整理を

行おうとするものでございます。 

こちらにつきましては、施行日は令和７

年４月１日でございます。 

根拠法令は、公益信託に関する法律並び

に地方税法、施行日は、さきに御説明のと

おりでございます。 

なお、参考資料７６ページから７８ペー

ジに新旧対照表を添付してございますの

で、御参照いただければと思います。 

以上、議案第５０号について御説明申し

上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５０号美幌町税条例の

一部を改正する条例制定についてを採決し

ます。 
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この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 議案第５１号 

○議長（戸澤義典） 日程第２０ 議案第

５１号美幌町交流促進センター条例の一部

を改正する条例制定についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（河端 勲） 議案の１７３ペ

ージになります。 

議案第５１号美幌町交流促進センター条

例の一部を改正する条例制定についてを御

説明申し上げます。 

美幌町交流促進センター条例の一部を改

正する条例を次のように制定しようとす

る。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の７９ペ

ージをお開き願います。 

資料１２、議案第５１号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正の目的でございますが、美幌町交流

促進センターの研修室のうち多目的ホール

について、ＲＶパークやテント泊を利用さ

れる方に御利用いただく休憩スペースとし

て改修することから、多目的ホールに係る

利用料金規定を廃止するものでございま

す。 

改正内容でありますが、別表で定められ

ております研修室使用料の表中にある多目

的ホールに関するものを削除しようとする

ものでございます。 

なお、参考資料８０ページに新旧対照表

を添付してございますので、御参照いただ

ければと思います。 

施行日は、令和６年７月１日でございま

す。 

以上、議案第５１号について御説明いた

しました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５１号美幌町交流促進

センター条例の一部を改正する条例制定に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 議案第５２号 

○議長（戸澤義典） 日程第２１ 議案第

５２号令和６年度美幌町一般会計補正予算

（第１号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（那須清二） 議案書１７５ペ

ージになります。 

議案第５２号令和６年度美幌町一般会計

補正予算（第１号）について御説明を申し

上げます。 

令和６年度美幌町の一般会計補正予算

（第１号）は次に定めるところによる。 

今回の補正は、持続的畑作生産体系確立

緊急支援事業等の実施に伴う農林水産省の

間接補助金、トレーニングセンター等耐震

改修工事のほか、関係経費の追加及び給付

金・定額減税一体支援枠給付事業などの予

算計上を行おうとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出
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それぞれ１０億１,０２７万７,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１３８億７,４６５万３,０００円と

する。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

債務負担行為の補正。 

第２条、債務負担行為の追加は、第２

表、債務負担行為補正で御説明いたしま

す。 

地方債の補正。 

第３条、地方債の追加は、第３表、地方

債補正により御説明いたします。 

それでは、債務負担行為補正から御説明

いたしますので、議案書１７８ページをお

開きください。 

第２表、債務負担行為補正になります。 

１段目のトレーニングセンター等耐震改

修建築主体工事から３段目のトレーニング

センター等耐震改修工事監理業務委託につ

きましては、トレーニングセンター及びス

ポーツセンター管理棟の耐震改修に係る工

事で、平成２５年度に行った耐震診断にお

いて耐震性を有しない施設であることが確

認されていることから、令和５年度に実施

設計を行い、本年から令和７年度まで２か

年で工事を行うものでございます。 

限度額はそれぞれ記載のとおりでありま

す。 

次に、地方債の追加について御説明いた

しますので、議案書１７９ページを御覧く

ださい。 

第３表、地方債補正になります。 

トレーニングセンター等耐震化事業は、

先ほど債務負担行為で御説明いたしました

トレーニングセンター等耐震改修工事に係

る補助残の財源を地方債に求めます。 

限度額は１億８,１００万円、起債の種類

は過疎債ハードで、充当率は１００％、元

利償還金の７０％が普通交付税により財政

措置されます。 

次に、事項別明細書の歳出から御説明い

たしますので、議案書１８８、１８９ペー

ジを御覧ください。 

３、歳出になります。 

２款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費、２、人事管理事務費の増、特別旅

費１２万１,０００円は、1 市５町の廃棄物

処理広域化に伴う斜網地区廃棄物処理広域

化推進協議会事務局、網走市への職員派遣

による赴任旅費支出のための増額となりま

す。 

次に、３款民生費、１項、１目社会福祉

総務費、７、給付金・定額減税一体支援枠

給付事業１億７,８９５万１,０００円は、

大きく分けて低所得世帯に対する給付金事

業と定額減税に係る調整給付事業に係る予

算計上となります。 

国は、物価高騰対策といたしまして、所

得水準や世帯構成等に応じて各種給付金や

定額減税を実施いたしますが、住民税非課

税世帯及び住民税均等割のみ課税されてい

る世帯への給付金事業と、所得税住民税の

定額減税のうち、課税額が減税に満たなく

減税し切れない対象者に対しましては、給

付金として市町村から給付することとなり

ます。 

それぞれの事業の内容についてですが、

一つ目の低所得世帯に対する給付金事業に

つきましては、エネルギー、食料品価格等

の物価高騰の影響を受けた生活者のうち、

特に負担感が大きい低所得世帯に対して経

済的支援を行い、負担軽減を図るものでご

ざいます。 

６月３日を基準日といたしまして、世帯

全員が令和６年度、新たに住民税非課税ま

たは均等割のみ課税となった世帯に対し、

１世帯当たり１０万円を給付いたします

が、それぞれの給付世帯に１８歳以下の児

童がいる場合には、一人につき５万円を加

算いたします。 

交付金の１行目、新たに住民税非課税と

なる世帯への特別給付金１,９００万円は、

支給対象世帯を１７５世帯と見込み、所要
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額を計上しております。 

その下、新たに住民税均等割のみ課税と

なる世帯への臨時特別給付金２,０５０万円

は、支給対象世帯を１９０世帯と見込み、

所要額を計上しております。 

今月下旬以降に必要書類を発送し、申請

書の提出があった世帯から順次、指定口座

へ振り込みを行いますが、１回目の支給日

は７月下旬になる見込みであります。 

二つ目の定額減税に係る調整給付金給付

事業につきましては、賃金上昇が物価高に

追いついていない方の負担を軽減し、物価

上昇を十分に超える持続的な賃上げが行わ

れる経済の実現を目指すための一時的な措

置として、所得税、住民税の定額減税が行

われますが、その際、定額減税し切れない

と見込まれる方に対し、定額減税を補足す

る給付を行うものであります。 

定額減税の内容といたしましては、納税

者及び同一生計配偶者または扶養親族一人

につき４万円で、令和６年分の所得税から

３万円、令和６年度の住民税所得割から１

万円が減税されますが、調整給付の対象者

といたしましては、令和６年１月１日にお

いて本町に住民登録があり、所得税と住民

税所得割の少なくとも一方を納めており、

定額減税し切れないと見込まれる方が対象

となります。 

給付額につきましては、令和５年分の所

得税額を基礎とする令和６年分推計所得税

額または令和６年度分住民税所得割額が定

額減税可能額を下回る者に対して、その下

回る額の合算額を１万円単位で切上げた額

を給付いたします。 

一番下の定額減税補足給付金１億３,４３５ 

万円は、支給対象者を３,５００名と見込

み、所要額を計上しております。 

支給方法につきましては、先ほど御説明

いたしました低所得者支援の給付事業と同

様の流れでありますが、早期に支給ができ

るように進めてまいります。 

消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手

数料、業務等委託料は、給付金を支給する

ために必要な事務費となります。 

下段の２項児童福祉費、３目児童措置

費、１、児童手当支給事業費の増、業務等

委託料、児童手当制度改正対応システム改

修委託料２２万円は、令和６年１０月から

改正予定の児童手当制度に係る改正対応シ

ステム改修について、国の改正プログラム

仕様に変更が生じたため増額するものであ

ります。 

１９０、１９１ページになります。 

２目予防費、１、感染等予防対策事業費

の増、補助金、飲用井戸等整備事業補助金

は、下水道未普及地区世帯の飲用井戸掘削

等における井戸ポンプ及び配管等の設置工

事に要する費用の２分の１、上限を１００

万円として補助する事業ですが、当初予算

１件に対しまして４件の申請見込みがある

ことから、４００万円を追加するものであ

ります。 

そ の 下 、 予 防 接 種 事 業 費 の 増 、 

４,０１６万１,０００円は、新型コロナウ

イルスワクチン接種の定期接種実施に伴う

接種委託料と予診票の印刷経費を予算措置

いたします。 

新型コロナウイルスワクチン接種は、全

額公費による接種が令和６年３月末で終了

し、令和６年４月以降、個人の重症化を減

らすことを目的とした定期接種Ｂ類に位置

づけされたことから関連経費を補正するも

ので、対象者は、６５歳以上及び６０から

６４歳の内部疾患１、２級該当者となりま

す。 

接種回数は年度ごとに１回となってお

り、接種時期は、インフルエンザと同様に

１０月から年度末の３月までと考えていま

す。 

業務等委託料、個別予防接種委託料 

４,００６万２,０００円は、６５歳以上の

対象者のうち接種者を約５０％、３,３００

と見込み、国が示す接種料１件当たり 

１万５,３４０円から自己負担額３,３００
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円を差し引いた金額を乗じて積算していま

す。 

なお、今年度に限り、国からワクチン代

に対する助成金として１件当たり８,３００

円が交付されることとなっております。 

中段の６款農林水産業費、１項農業費、

４目農業振興費、８、持続的畑作生産体系

確立緊急支援事業補助金３,５６７万６,０００円 

は、農林水産省の事業採択の割当内示を受

ける見込みであることから、実施主体に対

して間接補助を行うための予算措置になり

ます。 

事業内容は、種バレイショの安定供給対

策、豆類の安定生産対策、労働負担軽減対

策、持続的な生産流通体系の確立、てん菜

から需要の高い作物への転換、以上の取組

を推進する実施主体に対して、事業費の２

分の１、あるいは定額を補助するもので、

ＪＡびほろほか農業２団体に補助金を交付

いたします。 

次に、９、麦・大豆生産技術向上事業補

助金１億２,３３０万５,０００円につきま

しても、農林水産省の間接補助でありま

す。 

国産の麦、大豆の生産性向上を図るた

め、排水対策技術の導入や土壌診断に基づ

く土づくり、最適な施肥の実施、新規作付

などに取り組む農業者を支援するもので、

実施主体となる美幌町農業再生協議会、農

業１団体に対して、事業費の一定額が補助

金として交付されます。 

その下、１０、産地生産基盤パワーアッ

プ事業補助金４億７９０万円は、大きく二

つの事業となります。 

一つ目の事業は、麦、大豆の生産技術向

上を図るため、農業技術の導入費用の２分

の１以内を国が補助するもので、農林水産

省の間接補助になります。 

１団体目は、パワーハローとシードドリ

ル各１台で、補助金額は３４５万円であり

ます。 

２団体目は、トラクター２台とサブソイ

ラ、パワーハロー、グレンドリル、ブロー

ドキャスターを各１台で、補助金額は 

２,４９５万円でございます。 

二つ目の事業は、麦・大豆ストックセン

ター整備事業で、実需者に対して国産麦、

大豆を安定供給できる体制を構築すること

を目的として、豊作時に一定量を保管し、

不作時に供給するためのストックセンター

の整備に対し２分の１以内を国が補助する

もので、同じく農林水産省の間接補助にな

ります。 

事業実施者は、コンソーシアムという共

同事業体で、道内小麦生産者１５７名で構

成する農業者、事業組合及び道外の実需者

３団体で組織されており、補助金額は 

３億７,９５０万円です。 

一番下、１１、みどりの食料システム戦

略推進交付金は、有機農業の取組面積の拡

大に向けて、国産水準の有機農業への転換

を行う農業者が、持続的に有機農業を行う

ための取組を支援する事業で、同じく農林

水産省の間接補助になります。 

補助率は１０アール当たり２万円、実施

農家は一戸、面積は８０アールで１６万円

を計上いたします。 

下段の１０款教育費、１項教育総務費、

３目教育振興費、２、学校教育振興事業費

の増、１０万１,０００円につきましては、

トレーニングセンター等耐震改修工事に伴

い、教育相談室をマナビティーセンターへ

一時移転するための電話回線切替えに係る

修繕料及び手数料です。 

１９２、１９３ページになります。 

５項保健体育費、１目保健体育総務費、

１、スポーツ推進事業費の増、補助金、全

道・全国競技大会開催補助金４万円は、７

月１４日、本町において開催の第１６回北

海道少年少女銃剣道大会開催に伴う補助金

の計上になります。 

次に、２目体育施設費、１、屋内体育施

設 維 持 管 理 事 業 費 の 増 、 

２億１,１５９万１,０００円は、債務負担
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行為で御説明いたしましたトレーニングセ

ンター及びスポーツセンター管理棟の耐震

改修に係る予算計上です。 

消耗品１０万６,０００円は、事務端末や

電話の移転に要する経費です。 

業務等委託料の１行目、トレーニングセ

ン タ ー 等 耐 震 改 修 工 事 監 理 

１,２１２万３,０００円は、耐震改修工事

に係る監理業務委託料の増額です。 

２行目のトレーニング運動器具等保管場

所設置業務委託１０６万円は、改修工事期

間中、アリーナの一角に運動器具を一時保

管いたしますが、運動器具の重量により床

を傷めないよう、ビニールシートとベニヤ

板を使用して面積約３５０平米の広さの保

管場所を設置するものです。 

３行目のトレーニング運動器具等運搬業

務委託５３万９,０００円は、高所作業車、

機械器具、移動用機械により、運動器具を

一時保管するアリーナまで移動するための

委託料の計上です。 

４行目のトレーニングセンター機械警備

システム移設業務委託２２万４,０００円

は、事務室の仮移転に伴い、施設の防犯管

理のため、機械警備システムを一時アリー

ナ役員室に移設するための委託料の計上で

す。 

５行目のトレーニングセンター電話線等

移設業務委託１０万円は、改修工事期間

中、アリーナ役員室へ事務所を仮移設する

ことから、移設経費を計上するものです。 

工事請負費１億９,７４３万９,０００円

ですが、今回の耐震改修は、建築主体工

事、電気設備工事、機械設備工事の３分割

で工事を行います。 

内容につきましては、後ほど参考資料に

より教育委員会から御説明をいたします。 

１２款職員給与費、１項、１目職員給与

費、１、職員給与支給事務費の増、 

３６万１,０００円は、各種給付金支給事務

に係る時間外勤務手当の追加になります。 

２、会計年度任用職員給与支給事務費の

増、７６９万円は、職員の退職に伴う配置

職員に欠員が生じたため、会計年度任用職

員を３名任用するための経費を計上いたし

ます。 

次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、議案書１８４、１８５ページにお

戻り願います。 

２、歳入になります。 

１５款国庫支出金、２項国庫補助金、２

目民生費国庫補助金、１節社会福祉費補助

金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金１億 7,９６８万円は、歳出で御説明い

たしました物価高における経済対策として

実施する定額減税補足給付金給付事業をは

じめとした各臨時特別給付金給付事業の財

源として、事業費の全額が国から財源措置

されるものであります。 

２節児童福祉費補助金、子ども・子育て

支援事業費補助金の増、２２万円は、児童

手当制度改正に伴うシステム改修で、国の

仕様が変更になったことからシステム改修

費用が増となったことによる補助金の増額

です。 

６目教育費国庫補助金、社会資本整備総

合交付金２,４００万２,０００円は、トレ

セン等耐震改修工事に係る住宅・建築物安

全ストック形成事業交付金の増額です。 

次に、１６款道支出金、２項道補助金、

４ 目 農 林 水 産 業 費 道 補 助 金 

５億６,７０４万１,０００円は、歳出で御

説明したとおり、持続的畑作生産体系確立

緊急支援事業、麦・大豆生産技術向上事

業、産地生産基盤パワーアップ事業、みど

りの食料システム戦略推進交付金事業に係

る農林水産省の間接補助になります。 

中段の１８款寄附金、１項寄附金、４目

教育費寄附金５万円は、５月１０日、美幌

仏教団様から図書館の蔵書充実のために役

立ててほしいと、５万円の御寄附をいただ

いたものでございます。 

１９款繰入金、１項基金繰入金、１目財

政調整基金繰入金３,０８５万５,０００円
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は、今回の補正に係る財源として財政調整

基金から繰入れいたします。 

下段の２１款諸収入、５項雑入、５目雑

入、新型コロナ定期接種ワクチン確保事業

助成金２,７３９万円は、令和６年度に限り

新型コロナワクチン定期接種費用の一部を

補填するため、ワクチン生産体制等緊急整

備基金の管理団体である一般社団法人新

薬・未承認薬等研究開発支援センターより

助成されるもので、接種者見込数３,３００

件に対し、１件当たり８,３００円が助成さ

れるものであります。 

２２款町債につきましては、第３表、地

方債で御説明いたしましたので、説明を省

略させていただきます。 

以上、議案第５２号令和６年度美幌町一

般会計補正予算（第１号）につきまして御

説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 私から、議案

書１９２、１９３ページ、１０款、５項、

２目体育施設費のトレーニングセンター等

耐震改修工事に係る概要につきまして御説

明を申し上げます。 

このたびの工事は、トレーニングセンタ

ー耐震補強工事のほか、施設の経年劣化に

よるトイレのバリアフリー化や更衣室改修

などを行うことにより、施設の安全性や機

能の改善に加え、省エネ化を図るものでご

ざいます。 

なお、改修工事に伴いまして、正面玄関

から向かって右側部分の建物全てが、工事

着工から約１年間利用できなくなります。 

御利用いただいております皆様には、御

不便をおかけいたしますが、どうか御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

では、具体的な内容につきまして参考資

料で御説明させていただきますので、参考

資料の８１ページ、資料１３をお開き願い

ます。 

左上に工事名を記載しております。 

①の建築主体工事、②の電気設備工事、

③の機械設備工事の３分割で工事を行いま

す。 

建築主体工事と電気設備工事は、本年度

から来年度までの２か年工事、債務負担行

為で取り進めてまいります。 

機械設備工事につきましては、本年度末

までの単年度工事となります。 

また、工事内容につきましては、それぞ

れの工事名の右側に内容を記載しておりま

す。 

建築主体工事は、トレーニング室の耐震

補強をはじめ、屋上防水、トイレ・更衣室

の改修、煙突撤去、玄関の風除室増築など

となります。 

続いて、電気設備工事は、電灯、受変電

設備、誘導支援、火災報知器設置などとな

ります。 

続いて、機械設備工事は、衛生器具、給

水給湯・排水暖房・換気の各設備となりま

す。 

財源内訳及び全体工事につきましては、

それぞれ記載のとおりでございます。 

また、耐震工事に係る工事監理業務委託

としまして、各工事の監理業務を委託いた

します。 

なお、改修部分につきましては、赤枠で

表示しておりますので、御確認のほどよろ

しくお願いいたします。 

以上が工事の概要になります。 

続きまして、参考資料８２ページ、資料

１４をお開き願います。 

こちらの資料につきましては、トレーニ

ングセンターの改修工事に伴う事務室等の

移転先の図面を表しております。 

ページ左上に業務委託名を記載しており

ます。 

①の運動器具等保管場所設置委託につき

ましては、図面右側のスポーツセンターア

リーナ東側に運動器具をはじめ、備品類な

どを保管するための費用となります。 

次に、②の運動器具等運搬業務委託につ
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きましては、図面左側にありますトレーニ

ング室１階、２階から運動器具を搬出し、

アリーナ東側に運搬するための費用となり

ます。 

次に、③の機械警備システム移設委託と

④の電話線等移設委託につきましては、ス

ポーツ振興課が入る部屋をアリーナ東側の

部屋に移設するための費用となります。 

なお、それぞれの委託費につきまして

は、記載のとおりでございます。 

また、トレーニング室の運動機器の一部

を図面右下に表示しました。 

アリーナ東側の部屋に移設することで計

画をしておりますが、使用面積に限りがあ

りますので、全ての運動機器を設置できる

状況にはございません。 

このため、しゃきっとプラザ運動指導室

にはないウエートトレーニング機器を中心

に設置する予定でありますが、有酸素運動

機器のランニングマシンやエアロバイクも

数台設置することで準備をしております。 

利用者の皆様には大変御不便をおかけい

たしますが、御理解をいただくことで周知

を図ってまいります。 

次に、アリーナは半面が使用可能となり

ます。 

既に、町内の各体育館の利用を含め、使

用団体と調整済みであります。 

最後に、図面には表示しておりません

が、教育相談室の事務室はマナビティーセ

ンターへ、美幌町スポーツ協会の事務室

は、隣接します職業訓練センターへそれぞ

れ移転いたします。 

また、トイレにつきましては、職業訓練

センター及びサニーセンターを御利用いた

だくことになりますので申し添えます。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） これから質疑を行い

ます。 

８番藤原公一さん。 

○８番（藤原公一） ２点ほど、教えてい

ただきたいところがあります。 

ページ数、１９１ページ、６款農林水産

業費、１項農業費、４目農業振興費、９の

麦・大豆生産技術向上事業補助金の部分な

のですけれど、まず、美幌町の麦・大豆の

作付面積を教えていただきたいと思いま

す。 

次に、１９２ページ、１０款教育費、５

項保健体育費、１目保健体育総務費、１、

スポーツ推進事業費の増の補助金、全道・

全国競技大会開催補助金４万円についてな

のですけれども、まず、美幌における銃剣

道の少年団員数、何人ぐらいの方が柔剣道

というスポーツ少年団に所属しているか、

人数を教えていただきたいです。 

あわせて、議案書には、全道・全国競技

大会とあるのですけれども、多分、委員会

で説明を受けた中には、全道大会に美幌町

とあるので、今後、全国大会があるのかど

うか。 

また、その大会場所、引率者の補助金に

ついて、教えていただきたいと思います。 

この２点、お願いします。 

○議長（戸澤義典） 農林政策課長。 

○農林政策課長（以頭隆志） 美幌町の作

付面積につきましては、ただいま手元に資

料がございませんので、後ほどお伝えさせ

ていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） ８番藤原公一さん。 

○８番（藤原公一） 作付面積が分からな

いのに、この補助金をどのように算出した

のかという疑問が残るので、ぜひ、これは

答弁していただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典） 先に、１９２ページ

の全国大会の答弁からお願いします。 

スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（弓山 俊） 藤原議

員の質問にお答えします。 

美幌柔剣道スポーツ少年団には現在、中

学生が３名所属しており、その３名が出場

予定となっております。 
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全国大会の開催でありますが、美幌町で

は、全道大会の開催を７月に予定しており

まして、その後の全国大会は、東京で開催

される予定としているところでありますの

で、よろしくお願いいたします。 

現在、全国大会の出場要領だとか、こち

らに情報はまだ入っていない状況でありま

す。 

銃剣道少年団から、全国大会に出場する

枠で補助金の申請がある場合は、指導者と

参加選手の補助をしていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） 農林政策課長。 

○農林政策課長（以頭隆志） 大変失礼い

たしました。 

麦につきましては、美幌町全体で 

２,６４５ヘクタールでございます。 

豆につきましては、４２８ヘクタールで

ございます。 

先ほど、積算の根拠というところでござ

いましたが、排水対策技術の導入または土

壌診断、麦の種類に応じた適切な施肥、新

規作付ということで、それぞれの種類で取

組面積がございまして、それに対する単価

を掛けて今回の金額になってございますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） ほかに質疑ありませ

んか。 

１０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸） １９３ページのト

レーニングセンター改修工事、これに絡ん

で、結果は誰に聞いたらいいのか分からな

いのですが、ちょっと昔を振り返ります。 

そこのしゃきっとプラザの二階にある、

正式名は何て言いましたか。トレーニング

するところ。 

当時、広島民生部長時代、方針転換とい

うことも含めて、祭日、日曜日、しゃきっ

とプラザを休みにしたいと。 

ひいては利用者、極端に言えば、今まで

は年がら年中やっていましたので、祭日、

日曜日は休みたいと。 

そこで、知恵として、スポーツセンター

をしゃきっとプラザが休みのときには使わ

せたいという提案があったのですよ。 

そのときは、本来、年がら年中、健康増

進のためにオープンするという約束でやっ

たのですよねということで、結果的に没に

なりました。 

今回は、本当に申し訳ないけれども、私

は逆のことをお聞きしたい。 

というのは、今回、トレーニングセンタ

ーの工事が期間的に長期なものですから、

体育館のほうへ移設云々と言っています

が、私は十分でないと思う。 

しからば、知恵として、過去に民生部長

が言った逆の手、スポーツセンターの利用

者にその期間中、しゃきっとプラザのあれ

も利用したらいいよと、利用できますよと

いう考え方は持てないのかということをお

聞かせ願いたいのですよ。 

ちまたでは、利用者が不安がっておりま

す。 

トレーニングと健康維持は微妙に違いま

すが、器具という共通面もありますので、

使えるものがあるなら、場所があるなら使

わせたほうがよろしいのではないか。 

行政というのは、町民のためのことを思

ってやっているわけですから、そのような

お考えはないのかお聞かせ願いたい。 

これは１回でやめたいものですから、副

町長どうですかね。 

○議長（戸澤義典） 吉住議員、現在の年

間利用券か何か、そのような券の話でよろ

しいのでしょうか。 

トレーニングセンターで使える券をしゃ

きっとプラザで使えないのか、そのような

趣旨の質問でよろしいですか。 

○１０番（吉住博幸） ２通りあります。 

というのは、期間が長いものですから、

買っている人、少なからず利用券をもう持

っている人がトレーニング、期間中はしゃ

きっとプラザも使える仕組みはできないの

かというお尋ねです。 
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○議長（戸澤義典） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明） 御答弁申し上げ

ます。 

結論から申し上げますと、基本的には、

相互利用は考えていないということになり

ます。 

私どもにも、主に筋トレというのでしょ

うか、ウエートマシンを使われている方、

何名かから、心配されて御相談等に来られ

ていました。 

そこでいろいろと考え、しゃきっとプラ

ザにそのような機器が入らないかどうかも

確認したのですけれども、スペースがない

ということでした。 

しからば、しゃきっとプラザにはない、

主にウエートトレーニング機器を何とかス

ポーツセンターの施設内で完結したいとい

うことで、このたび、アリーナの東側に数

台置かせていただきます。 

あわせて、数に限りはありますけれど

も、いわゆる有酸素運動となりますトレー

ニングマシンですとか、エアロバイクも置

かせていただきたいと思っております。 

いろいろ利用状況を確認しますと、それ

ぞれいっぱいいっぱいで使われていますの

で、両方使うとなると、ルールづくりとか

もなかなか難しいものがあります。 

ですから、基本的には、確実に有酸素運

動をやりたいという方は、しゃきっとプラ

ザを御利用いただければという思いであり

ます。 

○議長（戸澤義典） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸） 本当は、町長がい

たら町長に聞きたいぐらいなのですよ、申

し訳ないけれど。 

美幌町というのは、少なくとも町民のた

めに存続していると、私は思っています。 

そこが特別に、工事期間中ですよ。そこ

のしゃきっとプラザの何室でしたっけ、ご

めんなさい、失念していて。 

いや、言わんとすることは分かっていま

すけれど、特別、準備のために何かをし

て、さらに足してあげてと言っているので

はないのですよ。 

あるがままの形で、スポーツセンターで

不自由を感じている人がいるならば、ある

がままのしゃきっとプラザの場所を貸すと

いうのは、何も理不尽なことではないと思

うのです。 

むしろ喜んで、スポーツセンターの修繕

が終わった後でも、しゃきっとプラザの施

設もいいなと、そのような売り込みと言っ

たら悪いですけれども、経験させると言っ

たら語弊がありますが、経験をしていただ

くことによって、全体として健康維持にも

なり筋トレにもなる。筋トレは筋トレで

す。健康という枠を超えて。 

だから、最初に申し上げたのは、民生部

長だった広島さんが、そこの年間維持費を

安くするために、日曜日という思いがあっ

て、スポーツセンターを使わせるぐらいの

判断をした、その場面も思い出していただ

きたいのですよ。人はそのような知恵を。 

わざわざつくれと言っているのではない

のですよ。しゃきっとプラザの中で、スポ

ーツセンターのトレーニング室のそっくり

そのまま物を用意したり、余分にやれと言

っているのではないのです。 

あるがままの姿で使わせることが、そこ

まで難しいことなのか。 

だから、議会というのは、町長がいなか

ったら進まないのですよ。 

これは、政治的判断を求めることで、悪

いけれど、部長の答えが収まらないぐらい

の気持ちで僕はいるのです。 

これ以上やると、質疑なのか一般質問な

のか。 

ただ、私も本来は、このことで部局の説

明があって、一般質問という形で出したか

ったのですが、議員仲間から「思いは伝わ

っているはずだから。質問をすると吉住は

長くなるから、その辺の知恵は役場だって

絞るでしょう」と、そのようなことで一般
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質問をやめた経緯があるのです。 

だから皆さん、ある物を利用する程度の

ことですから。 

これ以上はやめときます。 

副町長、この答えが今、出ないとして

も、改めて９月に一般質問させてもらいま

すから、知恵を絞りませんか。 

終わり。 

○議長（戸澤義典） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明） 今の吉住議員から

の質問でございますけれども、こちらにつ

いては、教育委員会と所管する福祉部に協

議の内容を確認してはおりませんが、今言

ったような課題というか、料金体系が違う

部分だとかがありますので、その辺の取扱

いを含めて。 

使えるときに使うことは、利用者の支障

がない、それぞれの施設に支障がなければ

問題ないと思うのですけれども、そのよう

な調整だとかが今後、必要になる部分があ

ると思いますので、その部分を含めて今

後、調整をしていきたいと思っておりま

す。 

今この場で、できるできないを回答でき

ませんけれども、今それぞれ使っている利

用者、施設の支障がない範囲で利用するこ

との協議を進めていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸） 申し上げます。 

私が前もって言っているのは、当時の広

島民生部長が、今、副町長が言ったように

会計の仕組みが違う、それを超えて逆に、

行政が提案したのですよ。 

その点、行政としては、しっかり認識し

直さないと駄目だ。 

いいですか。むしろ行政が、会計は違う

けれど、そのようなことで経費の削減も含

めて。 

今言っているのは経費のことではないけ

れど、そのときは、その前例を忘れては駄

目だということを私は申し上げたい。 

ぜひ、しっかりした判断を下していただ

きたいことを言ってやめます。 

○議長（戸澤義典） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典） これで質疑を終わり

ます。 

これから、議案第５２号令和６年度美幌

町一般会計補正予算（第１号）についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

──────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（戸澤義典） 以上で、本日の日程

は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

お疲れ様でした。 

 

午後２時２０分 散会   
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